
パートタイム・有期雇用労働法の
特別相談窓口を開設しています。

パートタイム労働者・有期雇用労働者
のみなさまへ

パート・有期労働ポータル
サイト

例えば、次のような内容の相談に対応しております。

〇同じ会社で正社員とパートタイム労働者や有期雇用労働者との間で、賞与や手当などの待遇に差が
ある。
〇正社員との待遇の差の理由について会社に説明を求めても対応してもらえない。など

厚生労働省ホームページ（同一労働同一賃金特集ページ）

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

